
１　改正理由

２　改正内容

単     位 占用料

階数が１のもの A×0.006

階数が２のもの A×0.008

階数が３のもの A×0.011

階数が４以上のもの A×0.012

A×0.024

階数が１のもの A×0.006

階数が２のもの A×0.008

階数が３のもの A×0.011

階数が４以上のもの A×0.012

A×0.006

A×0.011

A×0.024

占用面積１㎡につき１年 A×0.024

階数が１のもの A×0.006

階数が２のもの A×0.008

階数が３のもの A×0.011

階数が４以上のもの A×0.012

A×0.024

3　施行日

 　公布の日からとする。

令第７条第６号に
掲げる施設（高速
自動車国道及び自
動車専用道路以外
の道路に係るもの
を除く。）

上空、トン
ネルの上又
は高架の道
路の路面下
に設けるも
の

占用面積１㎡につき１年

その他のもの

その他のもの

*法=道路法、令=道路法施行令

占用面積１㎡につき１年

占用面積１㎡につき１年

占用面積１㎡につき１年

*Ａは、近傍類似の土地の時価を表すもの

令第７条第11号に
掲げる施設

建築物

その他のもの

上空、トンネル
の上又は高速自
動車国道若しく
は自動車専用道
路（高架のもの
に限る。）の路
面下に設けるも
の

その他のもの

令第７条第10号に掲げる器具

令第７条第７号に
掲げる施設並びに
同条第８号に掲げ
る施設及び自動車
駐車場（同号ロに
掲げる道路に係る
ものを除く。）

令第７条第９号に
掲げる応急仮設建
築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占      用      物      件

平成２４年３月２２日

産 業 都 市 委 員 会

墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例（案）概要

　　道路法施行令の一部改正（平成２３年１０月１９日公布、平成２３年１０年２０日施行）に伴い、墨田

　区道路占用料等徴収条例第２条別表中占用物件の根拠法令を改正する。


